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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 以下の（１）～（４）を特徴とするシリアルと、バインダーとを含んでなるシリアル結
着物。
（１）シリアル結着物は、シリアル100重量部に対し、バインダーを20～150重量部を混合
したものである。
（２）バインダー全量中、デキストリンを20～99重量％、ショ糖脂肪酸エステルを0.01～
2.00重量％含有する。
（３）ショ糖脂肪酸エステルのＨＬＢ値が7以上である。
（４）バインダーが油脂を含有しない。
【請求項２】
  バインダーに含まれるショ糖脂肪酸エステルの含有量が0.10～1.00重量％であり、且つ
せん断強度が８０N以上であることを特徴とする請求項１記載のシリアル結着物。
　ただし、せん断力は、以下の条件で測定した値である。
せん断治具：厚さ10mm、先端部半筒状
下圧盤；平坦
治具の下降開始点：下圧盤からの高さ30mm
治具の下降速度：100mm/min
治具とシリアル結着物の接触長（シリアル結着物の横幅）：25mm
シリアル結着物の厚み：15mm
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【請求項３】
  デキストリンのDE値が7～15であることを特徴とする請求項１又は２記載のシリアル結
着物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、欠損しにくいにもかかわらず、サクサクとした食感と、豊かな風味を両立で
きるシリアル結着物に関する。
【背景技術】
【０００２】
  グラノーラやフレークなどのシリアルは、栄養価が高く、長期保存でき、手軽に喫食で
きるため、近年、軽食としての需要が高まっている。そして、需要の高まりに合わせて、
市場のニーズも多様化しており、手軽に食べられるシリアルバー（棒状成形物）やシリア
ルブロック（塊状成形物）のようなシリアル結着物も人気を集めている。
【０００３】
  例えば、特許文献１には、完全殻粒からなるシリアル結着物が開示されている。しかし
、このシリアル結着物のバインダーは、結着力の弱い単糖や二糖を主成分とするサトウキ
ビ汁やカラメルであるため欠損しやすいという課題があった。なお、「おこし」のように
、バインダー量を増加させることで欠損しにくくすることは可能だが、この場合にはバイ
ンダーが多すぎるため、飴状の堅い食感となってしまう課題があった。
【０００４】
　また、特許文献２には、グルテンやゼラチンを含んだ噛み応えのあるシリアル結着物が
開示されているが、噛み応えがより強まるに過ぎず、食べにくさが解消するものではなか
った。また、グルテンやゼラチン等の重量平均分子量（Mw）が１万を超える高分子材料は
、シリアルや、味付けに使用する蜂蜜やメープルシロップ等の風味をマスキングしてしま
うため、風味豊かなシリアル結着物を実現することができなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１３００１８号公報
【特許文献２】特表２０１１－５０００９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、欠損しにくいにもかかわらず、サクサクとした食感と、豊かな風味を両立で
きるシリアル結着物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は、結着力に優れており風味をマスキングしにくいデキストリンと、食感を高
めるのに効果的なショ糖脂肪酸エステルとを含有するバインダーを用いることで、本発明
の課題を解決し得ることを見出した。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の完成により、欠損しにくく、風味豊かで、且つ食べやすいシリアル結着物を提
供することが可能になった。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】装置の正面から見た治具とシリアル結着物の位置関係を示した図
【図２】横から見た治具と結着物の位置関係を示した図
【発明を実施するための形態】
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【００１０】
　本発明の対象は、シリアルとバインダーとからなるシリアル結着物である。シリアルを
バインダーで固めることで、シリアルを手軽に喫食することが可能になる。ここで、シリ
アル結着物の水分含有量は4重量％以下であることが必要である。水分含有量が4重量％を
超えると、バインダーが水飴のような流動性を持ってしまい、しっとりとした湿り気のあ
る食感になってしまう。水分含有量の下限値には特に制限はないが、シリアル結着物の水
分含有量を1重量％未満にすることは生産上困難である。したがって、シリアル結着物の
水分含有量は1重量％以上が好ましい。
【００１１】
　本発明のシリアル結着物は、シリアル100重量部に対し、バインダーを20～150重量部配
合することが必要である。バインダーの配合量が20部未満の場合には、シリアルをバイン
ダーで斑なく覆うことができず、シリアル結着物が欠損しやすくなってしまう。一方、バ
インダーの配合量が150重量部を超える場合には、シリアル結着物全体が飴状の食品とな
り食感が悪化してしまう。なお、シリアル100部に対しバインダーを30～100重量部配合す
ることがより好ましい。この範囲であれば、シリアルをバインダーで覆うことが容易であ
るため欠損しにくくなり、且つシリアル結着物全体が飴状になりにくいため食感が良好で
ある。
【００１２】
（シリアル）
　次に、本発明に用いるシリアルについて説明する。一般にシリアルとは、トウモロコシ
、オーツ麦、米などの穀物を押しつぶして焼成したフレークや、熱や圧力を加えた後、急
激に減圧して膨化させたパフをいうが、本発明においては、穀物の使用有無は問わず、単
にフレーク状又は、パフ状に加工した食品もシリアルに含めるものとする。なお、複数種
のシリアルを組み合わせて用いてもよい。
【００１３】
　本発明のシリアルは、かさ比重（以下単に「比重」という）が100～600g/Lであること
が好ましい。シリアルの比重が100g/L未満の場合には、シリアルが脆すぎてシリアル結着
物が欠損しやすくなる。また、シリアルの比重が600g/Lを超える場合には、シリアルの膨
化が不十分で固い食感であるため好ましくない。シリアルの比重は150～400g/Lがより好
ましい。
【００１４】
　なお、本発明における「かさ比重（比重）」とは、シリアル１リットルあたりの重量を
指す。具体的な測定法は以下の通りである。
（１）シリアルを、ビーカー（容量2000mL）の1000mLの目盛りまで投入し、振幅機を用い
てシリアルが破損しない程度に30秒振動させる。
（２）投入したシリアルの上面が1000mLの目盛を下回った場合には、1000mLの目盛りまで
シリアルを追加して、再度30秒振動させる。振動前後で、1000mLの目盛りとシリアルの上
面がずれなくなるまで、この作業を繰り返す。
（３）ビーカーからシリアルを取り出してかさ比重（１リットル（L）あたりのシリアル
の重量（g）、単位：g/L）を計測する。
【００１５】
（バインダー）
　本発明のバインダーは、少なくともデキストリンと、ショ糖脂肪酸エステルを含有する
ことが必要である。デキストリンの結着力と、ショ糖脂肪酸エステルの起泡力を利用する
ことにより、本発明の課題を解決することができる。
【００１６】
（デキストリン）
　本発明のデキストリンは、デキストロース当量（以下「DE」と記載する場合がある）6
～19の多糖であり、一般的なデキストリン（DE 10以下）に加え、マルトデキストリン（D
E 11～19）を含むものである。デキストリンは、結着力に優れ、且つ風味をマスキングし
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にくいため本発明の課題解決のために必須である。なお、DE 8～15のデキストリンは、結
着性に優れ、且つ風味をマスキングしにくいためより好ましい。
【００１７】
　ここで、DEについて説明する。DEとは、ブドウ糖の還元力を100とした場合の相対的な
還元力を示す指標であり、澱粉の加水分解にあっては、分解がどの程度まで進んでいるか
を示す目安である。なお、本願におけるDE値は、ウィルシュターシューデル法により測定
した値である。
【００１８】
　デキストリンの重量平均分子量としては、900～4000が好ましく、1000～2500がより好
ましい。分子量がこの範囲のデキストリンは、結着性に優れ、且つ風味をマスキングしに
くい。
【００１９】
　バインダー全量中、デキストリンの含有量が20重量%以上であることが必要である。デ
キストリン以外の高分子材料は、風味をマスキングしたり、食感を硬くするため使用量が
制限される。したがって、シリアル結着物の結着力はデキストリンに依存する部分が大き
く、デキストリンの含有量が20%未満の場合には、シリアル結着物が欠損しやすくなって
しまう。
【００２０】
　また、バインダー全量中、デキストリンの含有量が99重量％以下であることが必要であ
る。詳細は後述するが、本発明ではショ糖脂肪酸エステルを0.01重量％以上添加する必要
があり、デキストリンのみのバインダーは使用できない。
【００２１】
　本発明ではDE が5以下のデキストリンは、澱粉として取り扱う。澱粉は分子量が高い（
概ねMw=4000以上）ため、フレーバー（シリアル、蜂蜜、メープルシロップ、シナモン等
に含まれる香気成分）をマスキングしてしまう。また、澱粉はデキストリンと比較すると
粘度が高く、加工性が悪いため、単独ではバインダーとして使用しにくい。このため、で
きる限り澱粉の添加量を抑えることが好ましく、具体的には、澱粉の添加量をデキストリ
ンと同程度（重量比）に抑えることが好ましく、２分の１以下に抑えることがより好まし
い。
【００２２】
　デキストリンや澱粉以外に結着力を高めることのできる材料としては、プルラン、ゼラ
チン等の重量平均分子量が1万を超えるような高分子材料を例示することができる。しか
しながら、これら高分子材料は、澱粉と同じようにフレーバーをマスキングしてしまうた
め、できる限り使用量を抑えることが好ましく、具体的には、高分子材料の添加量をデキ
ストリンと同程度（重量比）に抑えることが好ましく、２分の１以下に抑えることがより
好ましい。
【００２３】
　なお、澱粉と高分子材料を併用する場合、澱粉と高分子材料の総添加量を、デキストリ
ンと同程度（重量比）に抑えることが好ましく、２分の１以下に抑えることがより好まし
い。
【００２４】
（ショ糖脂肪酸エステル）
　本発明のショ糖脂肪酸エステルは、ショ糖の水酸基を任意の脂肪酸で置換することで得
られる食品用乳化剤である。特定のショ糖脂肪酸エステルをバインダーに添加し、撹拌す
ることでバインダー中に無数の小さな気泡が発生する。この気泡が消失する前にバインダ
ーを乾燥すれば、バインダー中に気泡を固定することができる。
【００２５】
　本発明のショ糖脂肪酸エステルはＨＬＢ値が7以上である。ＨＬＢ値が7以上のショ糖脂
肪酸エステルは、起泡力が良好であるためバインダー中の気泡を維持するのに適している
。なお、ＨＬＢ値は10以上が好ましい。ＨＬＢ値が10以上のショ糖脂肪酸エステルは、特
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に起泡力が優れており、バインダー中の気泡を長時間維持することができる。このため、
乾燥などに長時間を要しても気泡が消失しないので、食感良好なシリアル結着物を容易に
製造することができる。
【００２６】
　一方、ＨＬＢ値7未満のショ糖脂肪酸エステルは起泡保持力が乏しく、ＨＬＢ値が5未満
のショ糖脂肪酸エステルにいたってはほとんど起泡保持力が無い。このため、ＨＬＢ値が
7未満のショ糖脂肪酸エステルでは、バインダー中の気泡を維持するのは困難であり、本
願発明の課題を解決し得ない。
【００２７】
　ここで、バインダーに気泡を形成する必要性について説明する。気泡が形成されている
バインダーに、歯によって局所的な衝撃が加えられると、バインダーの気泡が壊れて、こ
れを起点としてバインダーに亀裂が生じる。この結果シリアル結着物は脆く、喫食しやす
くなる。
【００２８】
　一方で、バインダー中に気泡が存在するといっても、バインダーの比重を0.70～0.95倍
に減少させるに過ぎず、気泡の以外のバインダー骨格が大部分を占める。このため、輸送
・梱包時や手に握った際の衝撃のように、局所的ではない平面的な衝撃が加えられた場合
には、バインダー骨格が衝撃を分散するため気泡は壊れず、シリアル結着物は欠損しにく
い。このように、バインダーに無数の小さな気泡を形成することで、喫食時には脆いが、
輸送等の際に欠損しにくいシリアル結着物を製造することができる。
【００２９】
　本発明では、ショ糖脂肪酸エステル以外に、有機酸モノグリセリド、ソルビタン脂肪酸
エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、レシ
チン等のその他食品用乳化剤を併用こともできる。
【００３０】
　しかしながら、有機酸モノグリセリド、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコ
ール脂肪酸エステル、レシチンはＨＬＢ値が低いため起泡力が乏しく、ポリグリセリン脂
肪酸エステルは異味（エグ味）が強いため食品の風味を損なう。このため、その他食品用
乳化剤の添加量は、ショ糖脂肪酸エステルの含有量の半分以下（重量比）であることが好
ましい。
【００３１】
　ここで、ショ糖脂肪酸エステルの構造について説明する。上記の通り、本発明のショ糖
脂肪酸エステルはＨＬＢが１０以上であり、１４以上であることが好ましい。ショ糖脂肪
酸エステルに用いられる脂肪酸としては、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ス
テアリン酸、オレイン酸等の炭素鎖長１８以下の脂肪酸が好ましい。ベヘン酸やエルカ酸
等の炭素鎖長１８を超える脂肪酸は、天然の油脂に含まれる量が少なく、精製の負担が大
きい。
【００３２】
　さらに、風味の観点からは、パルミチン酸、ステアリン酸又はオレイン酸を用いること
が好ましい。パルミチン酸等を用いたショ糖脂肪酸エステルは穀類と混合しても異味が少
なく、シリアル結着物の風味を落しにくい。一方、ラウリン酸を用いたショ糖脂肪酸エス
テルは、洗剤のような風味が生じるため好ましくない。
【００３３】
　バインダー全量中、ショ糖脂肪酸エステル含有量が0.01～1.0重量％であることが好ま
しく、0.1～0.7重量％であることがより好ましい。ショ糖脂肪酸エステルの含有量が0.01
重量％未満の場合には、起泡力が乏しく、乾燥工程等で気泡を維持することができない。
一方、ショ糖脂肪酸エステルの含有量が1.0重量％以上の場合には、気泡力が強すぎるた
めバインダーに占める気泡の比率が大きく（バインダー骨格の比率が小さく）なるため、
シリアル結着物が脆くなりやすい。
【００３４】
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　本発明のバインダーは、デキストリン、Mw１万以上の高分子材料、ショ糖脂肪酸エステ
ル、乳化剤以外に、味付けや栄養強化のために、単糖、二糖等の甘味料（デキストリン未
満の分子量のものに限る）、塩化ナトリウム等の塩味成分、グルタミン酸ナトリウム等の
旨味成分、カフェイン等の苦味成分、クエン酸等の酸味成分、香辛料、香料等の香味成分
など（以下「その他成分」という）を添加することができる。
【００３５】
　その他成分は、バインダーに混合する以外に、シリアルに練り込んだり、シリアル結着
物表面に付着させて使用してもよい。
【実施例】
【００３６】
（シリアルの調整）
　玄麦パフと玄米パフを１：１（重量比）で混合してパフ混合物を用意し、これとは別に
、オーツ麦フレークとライ麦フレークを１：１（重量比）で混合してフレーク混合物を用
意した。次いで、パフ混合物とフレーク混合物を比重３００ｇ／Ｌとなるように混合して
シリアルを調整した。
【００３７】
（バインダーの調整）
　グラニュー糖40重量部、DE 8のデキストリンを35重量部、粉あめ（DE 25）を24.5重量
部、ショ糖脂肪酸エステル（HLB値16、脂肪酸：パルミチン酸）0.50重量部、メープルフ
レーバー0.04重量部、水25重量部を、70℃でよく撹拌してバインダーA1を調合した。
【００３８】
　表１の配合に従ってバインダーA2～A21を調合した。なお、水については、バインダーA
1と同じ粘度になるように添加量を調整した。
【００３９】
【表１】

【００４０】
　ここで、表1のバインダー条件について説明する。先ず、デキストリンとしてはDE 8、1
1、14、19のデキストリンを用いた。その他の糖質としては、澱粉（DE 4）、グラニュー
糖およびDE 25の粉飴を用いた。また、重量平均分子量（Mw）1万以上の高分子材料として
はプルランおよびゼラチンを用いた。
【００４１】
　ショ糖脂肪酸エステルとしては、HLB値（3、7、11、16）と脂肪酸（ステアリン酸、パ
ルミチン酸、ラウリン酸（いずれもHLB値16））を変更した6つのショ糖脂肪酸エステルを
評価した。さらにデキストリンや高分子材料による“マスキング”を評価するため、メー
プルフレーバー（メープルシロップの香料成分）を少量添加した。
【００４２】
（シリアル結着物の調整）　
　シリアル100重量部にバインダーA1を50重量部加えて混合し、25mm×15mm×100mmの直方
体に成型し、シリアル結着物B1を得た。
【００４３】
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　バインダーA1をバインダーA2～A21に変更した以外は、シリアル結着物B1と同じ方法で
シリアル結着物B2～B21を製造した。
【００４４】
　バインダーA1の配合量（50重量部）を200、120、30、10重量部に変更した以外は、シリ
アル結着物B1と同じ方法でシリアル結着物B22～B25を製造した。　
【００４５】
（評価基準：食感）
　熟練したパネラー１０名が、シリアル結着物B1～B25のサクサク感を以下の基準で評価
した。
　なお、「サクサク感」とは、シリアル結着物に歯を入れた際に、シリアル結着物が容易
に崩れ、且つ適度に歯ごたえがある状態をいう。
○：“標準（実施例１）と同等以上”と評価したパネラーが６名以上
△：“標準と同等以上”と評価したパネラーが２名以上、５名以下
×：“標準と同等以上”と評価したパネラーが１名以下
【００４６】
（評価基準：欠損し易さ）
　シリアル結着物B1～B25のせん断強度から、欠損し易さを評価した。
○：90 (N)　以上　　
△：80～90 (N)　　
×：80(N)　未満　　
【００４７】
　せん断強度はオリエンテック社製RTC1310を用いて下記条件で実施した。
  せん断治具：厚さ10mm、先端部半筒状
  下圧盤；平坦
　治具の下降開始点：下圧盤からの高さ30mm
　治具の下降速度：100mm/min
　治具とシリアル結着物の接触長（シリアル結着物の横幅）：25mm
　シリアル結着物の厚み：15mm
  シリアルと治具の位置関係：図１は装置の正面から見た治具と結着物の位置関係、図２
は横から見た治具と結着物の位置関係である。
【００４８】
（評価基準：風味）
　熟練したパネラー１０名が、シリアル結着物B1～B25の風味を以下の基準で評価した。
　なお、本評価における“風味が良好”とは、メープルフレーバーの風味が失われておら
ず、且つ異質な香りが抑えられているものをいう。
○：“標準（実施例１）と同等以上”と評価したパネラーが６名以上
△：“標準と同等以上”と評価したパネラーが２名以上、５名以下
×：“標準と同等以上”と評価したパネラーが１名以下
【００４９】
【表２】

【００５０】
（評価結果）
（B1とB2～B5の比較）
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　シリアル結着物B2～B5は、シリアル結着物B1に含まれるデキストリンのDE値を変更した
試作例である。DE値11、14のデキストリンに変更したシリアル結着物B3、B4は、標準サン
プル（シリアル結着物B1）と同等の品質である。一方、DE値4のデキストリンに変更した
シリアル結着物B2は、食感が硬く、且つ風味が悪かった。また、DE値19のデキストリンに
変更したシリアル結着物B5は、食感や風味は良好だが、欠損し易い傾向である。
【００５１】
（B1とB6～B8の比較）
　シリアル結着物B6～B8は、シリアル結着物B1に含まれるデキストリンの添加量を変更し
た試作例である。デキストリンの配合量が比較的少ないシリアル結着物B6は、結着力が弱
く、欠損し易い傾向である。一方、粉飴を使用しなかったシリアル結着物B8は、食感や欠
損し難さは良好だったが、風味が劣る傾向である。甘味度の高い糖質はフレーバーを増強
する性質があるが、シリアル結着物B8では、甘味度の高い粉飴を使用していない。このた
めフレーバーが強まらず、標準サンプル（B1）と比較して風味が劣ったものと推定される
。
【００５２】
（B1とB9～B12の比較）
　シリアル結着物B9～B12は、シリアル結着物B1に含まれるショ糖脂肪酸エステルのHLB値
を変更した試作例であり、HLBが高い程、欠損し難い傾向である。
【００５３】
（B1とB12、B13の比較）
  シリアル結着物B12、B13は、シリアル結着物B1に含まれるショ糖脂肪酸エステルの脂肪
酸を変更した試作例である。パルミチン酸とステアリン酸を用いたショ糖脂肪酸エステル
には差は無いが、ラウリン酸を用いたショ糖脂肪酸エステルは異味が強く、風味が悪い傾
向だった。
【００５４】
（B1とB14～B19の比較）
　シリアル結着物B14～B19は、シリアル結着物B1に含まれるショ糖脂肪酸エステルの脂肪
酸の添加量を変更した試作例である。ショ糖脂肪酸エステルを添加しない場合（B14）や
少ない場合（B15）には食感が悪化する傾向である。一方、添加量が多い場合場合（B18）
や多すぎる場合（B19）には、欠損し難さや風味が悪化する傾向だった。
【００５５】
（B1とB20、B21の比較）
　シリアル結着物B20、B21は、デキストリン以外の高分子材料を添加した試作例である。
プルランやゼラチンの添加量が少ないため、食感や欠損し難さには影響しなかったが、風
味が低下する傾向である。澱粉の添加量が多すぎるB2を考慮すると、プルランやゼラチン
の添加量をさらに増加させた場合には、風味の低下が懸念される。
【００５６】
（B1とB22～B25の比較）
　シリアル結着物B22～B25は、バインダーとシリアルの配合比率を変更した試作例である
。バインダーの配合量が多すぎると、飴細工のように硬くなってしまい食感が劣る傾向で
ある。一方、バインダーの量が少なすぎると、シリアルが結着せず、欠損し易くなる傾だ
った。
【００５７】
　本実施例においては、DE値8～14のデキストリンをバインダー全量中35～65重量％配合
し、ステアリン酸又はパルミチン酸由来でHLB値16のショ糖脂肪酸エステルをバインダー
全量中0.20～1.00重量％配合し、且つバインダーとシリアルの配合量比率を50：100～120
：100とすることで好適なシリアル結着物を得ることができた。
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